
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小項目評価 参考資料  

 

      本資料は、地方独立行政法人法第２８条第１項の規定に基づき、地方独立行政法人下関市立市民病院から    

提出された「平成２４事業年度に係る業務実績報告書」に対して、項目番号（NO）と地方独立行政法人 

下関市立市民病院評価委員会の小項目評価結果を附加したものである。 
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Ⅰ．下関市立市民病院の概要 

 

１． 現況 

 

①  法人名  地方独立行政法人下関市立市民病院 

 

②  所在地  下関市向洋町一丁目１３番１号 

 

③  役員の状況 

                   （平成２５年３月３１日現在） 

役 職 氏   名 備  考 

理事長 小柳 信洋 院長 

副理事長 上野 安孝 副院長 

理事 前田 博敬 副院長 

理事 坂井 尚二 副院長 

理事 真弓 武仁 副院長 

理事 大津 修一 事務部長事務取扱 

理事（非常勤） 兼安 久惠 看護師教育担当 

監事（非常勤） 中谷 正行 弁護士 

監事（非常勤） 岡田  健 税理士 

 

④  設置・運営する病院 

 

病院名  下関市立市民病院 

主な役割 

及び機能 

○急性期医療を担う地域における中核病院 

○救急告示病院 

○地域がん診療連携拠点病院 

○臨床研修指定病院 

○災害拠点病院 

所在地 〒750-8520 

下関市向洋町一丁目１３番１号 

開設年月日 昭和２５年３月２０日 

（地方独立行政法人設立：平成２４年４月１日） 
 

 

許可病床数 ４３６床 （一般４３０床、感染症６床） 

診療科目 内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病内科、アレルギー

科、緩和ケア内科、リウマチ科、ペインクリニック内

科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、

精神科、小児科、外科、脳神経外科、呼吸器外科、心

臓血管外科、小児外科、整形外科、リハビリテーショ

ン科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉

科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、乳腺外科、

救急科、病理診断科、歯科、歯科口腔外科 

敷地面積 27,742.68㎡（医師公舎(大学町)宅地2,171.93㎡除く） 

建物規模 病棟、診療棟、管理部門  鉄筋コンクリート7階建 

延べ床面積 26,101.72㎡ 

医師公舎（大学町）    鉄筋コンクリート4階建 

 延べ床面積 563.20㎡ 

 

⑤  職員数  ４１９人（平成２５年３月３１日現在） 

（内訳）医 師   ６４名   看 護 師  ２５７名 

        医療技術員   ６３名   事 務 員   ３５名 

 

２． 下関市立市民病院の基本的な目標等 

下関市立市民病院は下関医療圏において、急性期医療を担う下関地域の中核病院と

して、地域の医療機関及び下関市と連携し、地域医療はもとより、市民のニーズに応

じた救急医療及び高度医療等を提供し、市民の健康の維持及び増進に寄与するため、

基本理念に「安心の優しい医療を提供し、市民から信頼される病院を目指します」を

掲げ、次に掲げる医療を目指している。 

【基本理念】 

「安心の優しい医療を提供し、市民から信頼される病院を目指します」 

 ＜基本方針＞ 

○ 市民のニーズに応じた最善の医療を提供します。 

○ 重点診療項目として、悪性疾患、救急及び生活習慣病に取り組みます。 

○ 安定した健全な病院経営を目指します。 
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Ⅱ．全体的な状況 

 

１．法人の総括と課題 

地方独立行政法人化初年度の平成 24 年度は、組織力の強化を行うため、理事会や

各種委員会の整備を行うとともに、事務部門の体制を経営企画・総務・医事の 3グル

ープ制とし、より柔軟で迅速な対応が図れるように整備した。 

  理事会は、理事長、副理事長、理事、監事の 9名体制により毎月第 3木曜日に開催

し、各種制度の見直しや職員採用等を遅滞なく実施することができた。 

  委員会等は、法的に必要なものや運用上必要なものを考慮し 43 の委員会・部会で

構成し、理事会議決案件以外は、経営会議を最終決定機関として機能させ、各部門の

長で構成される管理運営会議で院内周知を行うこととした。 

  地域がん診療連携拠点病院や災害拠点病院として、下関医療圏での役割を果たすべ

く市民や医療関係者に対しての啓発活動に努め、10月と 2月には、すい臓がん、緩和

ケアに関する市民公開講座を開催し、医療従事者向けにも放射線治療や化学療法に関

する研修会を実施する等、市民や関係機関から信頼され、質の高い医療が提供できる

ように継続した取り組みを行ってきた。 

  また、救急医療体制を充実させるため救急科に 2名の医師を専任に配置するととも

に、感染管理室を設置し、専任の感染管理の認定看護師を配置する等、安心で安全な

医療体制の構築に努めてきた。 

  患者サービスを充実する上では、人員の確保が最重要課題であり、平成 24 年度中

の看護師の採用は 35名で昨年度の 9名と比べると大幅に改善できたが、目標である 7

対 1看護体制に移行するまでには不足した状況である。また、医師をはじめ他の医療

スタッフを確保するためにも、早急な医療環境の改善や教育体制の整備を行う必要が

あると考えている。特に看護師に対する教育体制は、従前から行ってきた採用時の研

修や採用後のフォローアップ研修をより充実したものにするため部門別の研修責任

者を配置し、研修の目的を明確に意識できるよう体制強化を行った。 

  また、チーム医療を実践するため、褥瘡対策委員会と栄養サポートチーム（ＮＳＴ）

合同で委員会を開催するようにしたほか、緩和ケアチームや感染管理チームなども定

期的に院内ラウンドを行い、医療の安全・安心を確保してきた。それ以外にも、キャ

ンサーボードを毎週火曜日に実施し、医師以外の職員が症例検討の場に参加できる環 

境を作り医療の質の向上に努めた。 

経営面では、入院収益が前年比 111.3％となり、病床の一部閉鎖が続いた状況と

しては改善が見られたが、下期に比べれば上期の収益が思ったほどの伸びが見られ

ず、結果的には人件費や経費及び減価償却費の増分を補うことができず、平成２４

年度決算額では、約４億７５０万円の純損失を計上することとなった。 

 今後は、医師・看護師をはじめ医療職を確保し、早期に７対１の看護体制を実現

させるとともに、病診連携を強化し病床管理を効率的に行うことで、病床稼働率の

向上を図りたい。 

 また、経費については、維持管理等の全般的な委託業務の見直しを行うとともに、

材料費の経費削減に向けた、納入事業者の集約を検討しているところであるが、今

年度は準備段階にとどまり、来年度以降で成果を示す形となっている。また、職員

のモチベーションの向上につながるような昇給、昇格等の人事評価制度を導入する

ことで、職員の能力や業績に応じた給与制度を構築し、職員相互の不公平感を解消

する魅力ある病院を築いていく必要がある。 

 

２．大項目ごとの特記事項 

（１）市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

市民に安全・安心な良質な医療を提供するには、医療スタッフの充実が必要と

なるが、法人化１年目の今年度は、救急科に専任の医師 2 名を配置し、救急受け

入れ体制の充実を図った。そのため、救急車による受入件数は、平成 23 年度の

2,199件から 2,479件と 12.7%増となった。 

また、地域がん診療連携拠点病院として、10 月にはすい臓がん、2 月には緩和

ケアについてのがん医療市民公開講座を開催し、早期発見、早期治療、患者・家

族の関わり等の啓発活動に努めた。院内の体制も医療ソーシャルワーカーを 1 名

増員し、月・木曜日週 2回の専門カウンセラーによる相談業務とあわせて、4名の

相談員を配置し、医療相談体制を充実させるとともに、入院から退院までの患者

サービスの提供を一元管理できるよう相談室業務を地域連携室業務として組織再

編したが、1階に相談室、2階に入院受入の地域連携室と分散した配置となってい 
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る影響もあり、十分な連携体制がとれるまでにはいかなかった。その中でも、医療

相談件数は、平成 23年度の 2,883件から 3,836件と 33.1％増となった。  

高度医療を提供するため、今年度は、放射線診断装置の充実のため、全身用コン

ピューター断層撮影装置、核医学診断装置、Ｘ線一般撮影装置及びＸ線血管造影装

置の更新を行い、循環器系疾患等の診療強化を行った。また、血液検査システムを

更新し血液検査の迅速化・効率化を図った。 

患者サービスについては、3 月からクレジットカードによる支払いが可能になっ

たほか、売店の運営をコンビニ化するために事業者の公募を行い、平成 25 年度早

期に運用開始できるよう実施事業者を選定した。ＣＳ（患者満足）推進委員会によ

る患者サービスに関する調査も今年度は、2 回実施したほか、外来待合に掲示板を

新たに設置し、様々な情報発信に努めた。例年行ってきた職員による院内コンサー

トも 2回実施し、手作りのイベントとして入院患者・家族の皆様から好評を得てい

る。 

（２）業務運営の改善及び効率化に関する事項 

診療報酬の改定や施設基準の適正管理を行うため経営戦略班を新たに設置する

とともに、理事会を定期に開催することにより、速やかに業務の見直しを図ってき

た。理事会の決定事項の伝達を確実に行い院内での意思統一を図るため、各部門の

長が委員となる管理運営会議で周知に努めた。また、迅速な対応を図るため、各委

員会で議論され決定された事項のうち、理事会での議決案件以外は、経営会議で決

定し、より早く対応する体制をつくった。しかしながら、法人化 1年目は、新たに

導入した会計システムの不具合や地方独立行政法人会計への対応の遅れから、月次

の収支状況の報告の遅れが生じ、理事会・経営会議で効率的な議論が出来る状況を

完全には整えられなかったことは大きな反省材料となった。 

診療収入部門では、病床利用率は 76.5％で目標の 80％には届かなかったが、入

院単価は目標値の 45,000 円を超える 47,599 円で、入院収益は法人化前と比べ

111.3％となり、順調に推移した。外来収益は、単価の上昇に比べ患者数は減少傾

向で、紹介率もほぼ前年並となり、病診連携の強化という課題は残った。 

費用の削減対策については、今年度と来年度の 2か年で実績のあるコンサルタン

ト会社のアドバイスを受けながら、納入業者の整理等を行っているところである。 

 

人事評価制度については、医師の給与制度の改革から取り組みを開始し、次年

度には構築できるように、実績のあるコンサルタント会社に業務委託したところ

である。今後も、魅力ある病院となるようなシステムを構築していきたいと考え

ている。 

（３）その他業務運営に関する重要事項 

実施設計を終える予定であった地域医療センター（仮称）は、既存施設内の整

備とあわせ検討する中で、既存透析センターの改修を考えた場合、地域医療セン

ター内に整備したほうが、効果的であると判断し、当初予定した健診センター部

分に透析センターを、現在の透析センターを健診センターに整備する方向での調

整を行ってきた。このため、実施設計の業務を次年度まで延伸した状況となった。 

また、災害拠点病院として、地域での防災訓練にＤＭＡＴが積極的に参加した

ほか、第二種感染症指定医療機関としても、中国で流行した鳥インフルエンザの

国内感染者への対応準備を下関市と連携をとり迅速な対応強化を図ってきたとこ

ろである。 

（４）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（中期目標の関連事項：第４ 財務内容の改善に関する事項） 

医業収益については、診療報酬の改定や、理学療法士・作業療法士の増員によ

る、入院患者に対するリハビリテーション料の増収や看護補助者の配置による加

算の算定により、入院診療単価が 47,599 円となり、入院患者数が昨年比 105.8%

と増加したこととあわせ、収支計画より 2億 3千 7百万円の増加となった。 

しかしながら、医業費用では、時間外勤務手当の追給による人件費の増や、法

人化に伴う人事給与システム・財務会計システムをはじめ、各種委託料が増加し

収支計画より 4 億 7 千 4 百万円の増額となった。また、減価償却費が、引継資産

や当該年度に購入した医療機器の月割りでの計算となったこと等も影響し、2億 7

千 9 百万円の増加となった。これが収支計画との差額が大きくなった要因のひと

つではあるが、給与費比率が 61.3％、経費比率が 17.7%と収入に対し支出の割合

も高い状況となっている。結果的に経常収支比率が 90.5%（地方公営企業会計基準）

と計画の数値を 2.7％下回った。健全な経営状況を築くには、来期以降も継続して

経営努力をしていく必要があり、職員が一丸となり、黒字化に向けた取り組みを

行っていく。 
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Ⅲ．項目別の状況 

 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービスの向上 

（１）患者中心のチーム医療の充実 

 

中期目標 

１ 医療サービスの向上 

（１） 患者中心のチーム医療の充実 

     常に患者の視点に立ち、患者の権利を尊重した「患者中心のチーム医療」の充実を図るとともに、患者に必要とされる相談支援体制などの強化を

図ること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

１ 医療サービスの向上 

（１）患者中心のチーム医療の充実 

1 ・患者自らが受ける医療を十分理

解し、納得の上で自分にあった治

療法を選択できるようインフォ

ームド・コンセントの徹底を図

る。 

・患者自らが受ける医療を十分理

解し、納得の上で自分にあった治

療法を選択できるようインフォ

ームド・コンセントの徹底を図

る。 

患者及びその家族に対し診療内容を適切

に理解し、納得した上で診療方法を選択で

きるように入院時には、医師、看護師、そ

の他必要に応じ関係職種が共同して、文書

により病名、症状、治療計画、検査内容及

び日程、手術内容及び日程、推定される入

院期間等について、入院後 7 日以内に説明

を行うことが必須となっている。電子カル

テを導入している当院では、医師・看護師

以外の管理栄養士や薬剤師等とも情報の共

有が図りやすく、入院初期段階での対応を

実施してきた。また、クリニカルパスを利

用し、患者が受ける治療、検査及び看護計

画等の具体的内容やその経時的流れを可視

化する説明を行い、患者及びその家族への

インフォームド・コンセントを推進した。 

４ ４ 年度計画には目標数値を定め、次回

は質の向上として、今回より少し上

の目標を定めてほしい。 

また、自己評価欄には、前年度との

比較やナース・コメディカル等の同

席率の情報についても記載するよ

うお願いする。 

2 ・褥瘡チーム、感染管理チーム、

呼吸ケアチーム、栄養サポートチ

・褥瘡チーム、感染管理チーム、

呼吸ケアチーム、栄養サポートチ

各分野に専門医を配置したほか、皮膚・

排泄ケア、感染管理、摂食・嚥下、緩和ケ

４ ４ 各部門の担当者が集まり、チーム体

制で行っている点が評価出来る。 
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ーム（ＮＳＴ）など、専門スタッ

フがそれぞれの知識を持ち寄っ

て、総合的、専門的な診療を行う

ことにより、患者に最適な治療方

針を検討する。 

ーム（ＮＳＴ）など、専門スタッ

フがそれぞれの知識を持ち寄っ

て、総合的、専門的な診療を行う

ことにより、患者に最適な治療方

針を検討する。 

ア、がん化学療法看護の 6 名の認定看護師

も含め専門的な医療を提供してきた。特に、

平成 24年度は、褥瘡対策と栄養サポートを

行うＮＳＴの委員会を合同で開催し、院内

ラウンドも行った。入院患者に様々な視点

に立った治療を行い、総合的、専門的な診

療を行い、患者に最適な治療方針を検討し

た。 

（実績）委員会開催回数 

平成 24年度 

褥瘡対策・NST運営合同委員会：12回 

感染管理委員会：12回 

3 ・標準的かつ効率的な医療を推進

し、患者の負担軽減を図るため、

クリニカルパスの積極的な活用

に取り組む。 

・標準的かつ効率的な医療を推進

し、患者の負担軽減を図るため、

クリニカルパスの積極的な活用

に取り組む。 

電子カルテでクリニカルパスの運用が可

能となり、医療情報システムの有効活用が

図られた。 

積極的なクリニカルパスの推進に取り組

み前年度より件数が大幅に増加した。（クリ

ニカルパス件数：平成 23年度比 97.9％増、

計画値の 212.8％） 

件数のみではなく、今後の DPC 移行に向

けては、クリニカルパスの変更・見直しの

必要があり、在院日数の短縮とあわせ、運

用面については、課題が残っている。 

４ ４ クリニカルパスの増加件数だけで

評価すると「５」である。今後、Ｄ

ＰＣに合わせたクリニカルパスを

導入する予定ということであれば、

そのような具体的な目標を年度計

画に記載するようお願いする。 

4 ・患者が安心かつ効果的に服薬で

きるよう、薬剤師による服薬指導

を充実する。 

・患者が安心かつ効果的に服薬で

きるよう、薬剤師による服薬指導

を充実する。 

より有効で安全な薬物治療を行うため、

薬剤師による入院患者等への医薬品情報の

提供及び服薬指導の充実を図った。 

手術予定の外来患者が安全に手術を受け

られるように、術前中止薬の鑑別に加え術

前中止薬の服薬指導を実施している。（服薬

指導件数：平成 23 年度比 28.1％増、計画

値 130.6％）目標数値を大幅にクリアした

が、薬剤師の人員確保ができなかったこと

もあり、全ての病棟に薬剤師を配置した形

の服薬指導ができる状態とはならなかっ

４ ５ 薬剤師の人数は前年度と変わりな

く、服薬指導件数を見ると、薬剤師

が非常に頑張っていることがうか

がえることから、法人の自己評価

「４」に対して「５」と評価する。 
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た。 

5 ・MSW（医療ソーシャルワーカー）

を増員し、相談支援体制の充実を

図ることにより、患者が安心して

退院できる体制を作る。 

・MSW（医療ソーシャルワーカー）

を増員し、相談支援体制の充実を

図ることにより、患者が安心して

退院できる体制を作る。 

MSW（医療ソーシャルワーカー）を１名増

員し、医療連携・医療相談・退院支援体制

の充実を図った。（医療相談件数：平成 23

年度比 33.1％増、計画値 150％）医療相談

件数については、大幅に増加したが、件数

のみでなく、スムーズに転院等ができる状

況は、人員のこともあり完全に満足した状

況とまではいかなかった。 

４ ４ 当該部署は、病院としても非常に大

事な部署であり、これからも相談支

援体制の充実に努めてほしい。 

 

指 標 
平成２３年度 

見込 

平成２７年度 

目標 

クリニカルパス件数 1,050 件 1,155 件 

服薬指導件数 4,800 件 5,280 件 

医療相談件数 2,500 件 2,750 件 
 

（関連指標） 

指 標 
平成 23 年度 

実績 

平成 24 年度 

計画 

平成 24 年度 

実績 

前年度 

との差 

計画 

との差 

クリニカルパス件数 1,156件 1,075件 2,288件 +1,132件 +1,213件 

服薬指導件数 5,011件 4,916件 6,419件 +1,408件 +1,503件 

医療相談件数 2,883件 2,560件 3,836件 +1,003件 +1,276件 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービスの向上 

（２）患者サービスの向上 

 

中期目標 

１ 医療サービスの向上 

（２） 患者サービスの向上 

     職員全員が患者のニーズを的確にとらえ、患者サービスを向上させることにより、患者満足度を向上させること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

１ 医療サービスの向上 

（２）患者サービスの向上 

6 ・患者満足度（ＣＳ）調査につい

ては、常に患者の視点に立ったテ

ーマを持ち、定期的に実施するこ

とにより、患者ニーズを的確に把

握し、患者サービスの向上に反映

させる。特に、外来患者の診療待

ち時間については、電子カルテを

活用することにより実態を的確

に把握し、待ち時間の短縮に努め

る。 

・患者満足度（ＣＳ）調査につい

ては、常に患者の視点に立ったテ

ーマを持ち、定期的に実施するこ

とにより、患者ニーズを的確に把

握し、患者サービスの向上に反映

させる。特に、外来患者の診療待

ち時間については、電子カルテを

活用することにより実態を的確

に把握し、待ち時間の短縮に努め

る。 

年 2 回、外来及び入院患者を対象に患者

満足度調査を実施し、病院に対する患者の

評価やニーズ、病院の課題抽出を行った。

患者満足度調査の結果については、ＣＳ推

進委員会等で検討し、課題は各関連部署と

共に改善に努めた。患者満足度調査では、

相対的には高評価を得ている。なお、待ち

時間の短縮については、患者への細かな声

かけを実施し、あと何番目であるか等を説

明しながら、不満を解消してきたが、診療

科によっては待ち時間の短縮が難しい状況

であった。 

 

第１回：平成 24年 12月 5日実施 

（回答者数） 

 外来患者：350人、入院患者：139人 

第 2回：平成 25年 3月 13日実施 

（回答者数） 

 外来患者：354人、入院患者：154人 

 

医療内容、スタッフの対応、施設など総

３ ３ 患者待ち時間の問題は、診療科によ

っては仕方のないところもあるが、

患者の待たせ方や案内・表示の仕方

については、何か工夫がいると思う。

また、年度計画には、もう少し具体

的な取組みを記載するとともに、自

己評価欄には、患者さんが気にされ

ていることがこの 1 年間でどう変わ

ったのかや、その年度に工夫したこ

と等についても記載するようお願い

する。 
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合的な病院の点数（単純平均した総合得点） 

 第 1回 第 2回 

外来 80.6 85.9 

入院 89.5 89.4 

※主に良くなった点は、職員の患者に対す

る対応がよくなった。 

※悪く思われている点は、便所等の施設が

狭いところ等があがっている。 

 

 外来平均待ち時間（単純平均） 

 第 1回 第 2回 

平均待ち時間 約 1時間 約 1時間 

20分以内 34% 32% 

40分以内 12% 14% 

1 時間未満 15% 16% 

1 時間 30 分未満 17% 12% 

1 時間 30 分以上 16% 20% 

無回答 6% 6% 
 

7 ・クレジットカード等の導入によ

り、患者が医療費を支払いやすい

環境を整備するとともに、未収金

の発生防止にも努める。 

・クレジットカード等の導入によ

り、患者が医療費を支払いやすい

環境を整備するとともに、未収金

の発生防止にも努める。 

平成 25年 3月 1日より医療費等のクレジ

ットカード払い制度を導入し、患者の支払

い環境の整備を行い未収金の発生防止に努

めた。 

（実績）カード決済件数・金額 

平成 24年度（3月分） 

決済件数：103件 

決済金額：3,430,104円 

３ ３ 全ての支払いをクレジットカードに

誘導すると、病院が負担する手数料

が高額となるため、現金で支払えな

い人に対しては「クレジットカード

でも支払いが出来ますよ」くらいで

良いと思う。 

8 ・院内ボランティアを有効的に活

用することにより、常に市民や患

者の目線に立ったサービスの向

上に努める。 

・院内ボランティアを有効的に活

用することにより、常に市民や患

者の目線に立ったサービスの向

上に努める。 

ボランティア募集を継続的に行い人員の

確保に努めた。院内ボランティアと病院職

員が協力し、患者に安心して受診をしても

らえるよう外来患者の案内等を実施した。 

毎週水曜日に寄贈図書をワゴンに載せて

病棟を巡回して貸し出しを行う移動図書を

ボランティアの協力により実施し患者サー

ビスの向上に努めた。 

４ ４ 院内ボランティアについては、１日

あたり最低２名、必要と思われる。 
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9 ・いつでも患者が納得した治療を

受けることができるようセカン

ドオピニオンへの適切な対応を

行う。 

・いつでも患者が納得した治療を

受けることができるようセカン

ドオピニオンへの適切な対応を

行う。 

患者がより良い治療方法を選択できるよ

うに、地域医療連携室（がん相談・医療相

談室）を中心に患者の要望を把握しセカン

ドオピニオンによる適切な対応に努めた。

患者の皆様の治療に対する不満は、相談室

や医療安全対策室が早期に適切な対応を図

った。 

（実績）セカンドオピニオン件数 

平成 24年度：27件 

平成 23年度：30件 

３ ３ 市民病院は地域がん診療連携拠点病

院であり、件数には、がん医療市民

公開講座を年２回開催するなどの努

力が表れてきていると思う。 

 
 

指 標 
平成 23 年度 

見込 

平成 27 年度 

目標 

ＣＳ調査実施回数 1回 2回 

院内ボランティア登録数 14人 30人 

（関連指標） 
 

指 標 
平成 23 年度 

実績 

平成 24 年度 

計画 

平成 24 年度 

実績 

前年度 

との差 

計画 

との差 

ＣＳ調査実施回数 1回 2回 2回 +1回 ±0回 

院内ボランティア登録数  13人 14人 16人 +3人 +2人 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービスの向上 

（３）急性期病院としての機能の充実 

 

中期目標 

１ 医療サービスの向上 

（３） 急性期病院としての機能の充実 

     ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）を導入し、効率的な質の高い医療の提供を行うことにより、急性期病院としての機能を充実させること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

１ 医療サービスの向上 

（３）急性期病院としての機能の充実 

10 ・ＤＰＣ対象病院として平成２６

年度に認定を受け、急性期病院と

して他病院との診療情報データ

の比較分析を行うことにより、医

療の質の向上に努める。 

・ＤＰＣ準備病院として、他病院

との診療情報データの比較分析

を行うことにより、医療の質の向

上に努める。 

ＤＰＣ分析ベンチマークシステムの導入

を推進し、自院の状況と症例の傾向を他病

院と多角的に比較することで、自院の改善

点を把握し対応できる体制の整備に努め

た。平成 24年度は、準備病院として承認を

得て、平成 26年度から DPC対象病院として

認定を受けるためのシステムを構築してい

るところである。他病院との比較ができる

体制ができたので、今後は、院内での情報

の共有が図れるように実行することが大切

であり、24年度中は準備の段階に留まった。 

３ ３ ＤＰＣで試算することにより色々

と課題が見えて来たと思うので、

「ＤＰＣに移行して良かった。」と

言えるように、その課題を克服して

ほしい。 

また、ＤＰＣへの移行スケジュール

についても、年度計画に記載するよ

うお願いする。 

 

  



11 

 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

1 医療サービスの向上 

（４）医療スタッフの確保と専門性や医療技術の向上 

 

中期目標 

１ 医療サービスの向上 

（４） 医療スタッフの確保及びその専門性や医療技術の向上 

① 優秀な医療スタッフ（人材）の確保 

ア 医師 

大学医局など関係機関と連携を強化し、人事交流や研修制度、労働環境などの充実を図るとともに、優秀な医師を確保すること。 

イ 看護師 

勤務条件の改善や働きやすい環境などを整備することにより、看護師を確保し、早期の７対１看護配置基準への移行を図ること。 

ウ 医療技術職員 

適正な人員配置や部門間の連携強化に取り組むとともに、研修体制を充実させ、専門性や医療技術の向上を図ること。 

エ 事務職員 

計画的に法人職員を採用するなど、病院経営を専門的に担う事務職員の育成を図り、医療環境の変化に即応できる経営組織を構築すること。 

② 研究・研修制度の充実 

医師や看護師をはじめとする医療スタッフの専門性や医療技術を高めるため、研究及び研修制度などを充実すること。また、より専門的な資

格取得に対する支援を充実すること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

１ 医療サービスの向上 

（４）医療スタッフの確保と専門性や医療技術の向上 

11 ・医師に選ばれる病院となるよ

う、共同研究テーマを設定するな

ど、大学医局との連携強化を図

る。 

・医師に選ばれる病院となるよ

う、共同研究テーマを設定するな

ど、大学医局との連携強化を図

る。 

継続的に実施している共同研究以外に、

新たに早期消化管がんに関する共同研究

を九州大学病院の関連施設として実施し

たほか、肺がんに関しては、化学療法や遺

伝子的研究等多岐にわたる分野で山口県

内病院をはじめ大学病院との連携強化を

行ってきた。 

また、糖尿病関係についても、糖尿病内

科として外来診療科を新設した折に、九州

大学との共同研究にも参加し、医療スタッ

３ ３ 医療においては核となる課題であ

る。手術件数は増えているがかなり

バラつきがある。全てを行うことは

難しいため、医師の招へいを含めて

地域の中で棲み分けを行うととも

に、市民病院として重点的に強化す

る点を検討するべきである。 
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フの確保とともに、専門性や医療技術の向

上に努めてきた。 

平成 24 年から始めた大学等との臨床研

究は、 

①外科にて九州大学大学院臨床腫瘍外

科の共同研究で、治癒切除可能な局所進行

下部直腸がんに対する抗がん剤治療に関

して実施 

②呼吸器外科にて京都大学、岡山大学と

の共同で、肺がん切除後の化学療法の有効

性についてのほか、山口大学、宇部医療セ

ンターとも共同で抗がん剤治療の別の臨

床試験を実施した。 

③糖尿病について消化器内科と九州大

学が共同研究を実施している。 

12 ・市内、県内外の看護学校との連

携を図り、看護実習受入施設とし

ての機能充実を図ることにより、

新卒者の獲得に力を入れ、７対１

看護配置基準移行に必要な看護

師を確保する。 

・市内、県内外の看護学校との連

携を図り、看護実習受入施設とし

ての機能充実を図ることにより、

新卒者の獲得に力を入れ、７対１

看護配置基準移行に必要な看護

師を計画的に確保する。 

看護師の人材確保のため、看護実習生を

受け入れ教育機関等との連携を強化した。 

病院見学会の開催や看護師奨学金制度

の開始等、人材確保に向けた取り組みを実

施した。看護学生の実習は、3 校合計 184

名の受入を行った。特に、全国的に受入が

困難な状況となっている産婦人科での実

習ができる当院は、看護学校としても良い

評価をしてもらっている。看護師の採用に

ついては、７対１看護基準をクリアできる

ように採用に努めているところであり、24

年度は 35 名の採用ができ、少しずつでは

あるが、取り組みの効果が表れてきたとこ

ろである。 

（実績） 

平成 24年度 

看護実習生受入数：184名 

看護師奨学生数：12名 

（うち新規：12名） 

４ ４ ７対１看護配置基準への移行が遅

れると、確保した人員に対する支出

がそれだけ増えるため、できる限り

早期に移行するべきである。 

また、7対 1看護配置基準への移行

により、マンパワーが増えるとどれ

だけチーム医療を応援出来るかに

ついては、現時点から話し合いが必

要であり、このことが今後の病院の

収益にもつながって行く。 
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病院見学会開催数：3回 

看護師就職説明会参加数：5回 

看護学校訪問校数：30校 

13 ・認定看護師、専門看護師の育成

については、計画的かつ戦略的に

行うとともに、職員が資格を取得

する際には積極的な支援を行う。 

・認定看護師、専門看護師の育成

については、計画的かつ戦略的に

行うとともに、職員が資格を取得

する際には積極的な支援を行う。 

看護職の専門性の向上及び水準の高い

患者サービスを提供するため、認定看護師

養成要綱に基づき資格取得の支援を行っ

た。教育課程を受講修了していた看護師が

24 年度に緩和ケア領域の認定看護師の資

格を取得し、認定看護師が全員で 6名とな

った。更に今年度 1人が認定看護師教育課

程(緩和ケア領域)の受講を終了した。 

３ ３ 認定看護師の育成については、７対

１看護配置基準へ移行すれば人員

が増え、支援しやすくなると思う。 

14 ・医療職の専門性を高めるため、

看護師、医療技術職員など医療ス

タッフを、院外の研修に積極的に

参加させる。 

・医療職の専門性を高めるため、

看護師、医療技術職員など医療ス

タッフを、院外の研修に積極的に

参加させる。 

人材育成は重要な課題であり、モチベー

ションや専門性の維持・向上を図るため、

積極的に院外研修に参加させた。平成 24

年度は、学会等の市外での研修は、看護部

で 80人、検査部 16人、放射線部 4人、薬

局 15人、リハビリ 8人、臨床工学部 8人、

歯科 2人を参加させた。 

３ ３ 大学病院では、育休や産休を含めて

平均で１人あたり年間８．７時間く

らいの研修に参加している。今後、

経営が軌道に乗れば、年間１０時間

くらいを一つの目標にしても良い

のではないかと思う。 

15 ・治験については、倫理的、科学

的及び医学的見地からの妥当性

を十分調査し、新薬の開発に貢献

する。 

・治験については、倫理的、科学

的及び医学的見地からの妥当性

を十分調査し、新薬の開発に貢献

する。 

治験については治験審査委員会を開催

し倫理的、科学的及び医学的観点から審議

を行った。現在の治験は、整形外科、呼吸

器外科が継続して実施している。 

新薬などの有効性や安全性を高めるた

めの治験を実施した。 

（実績） 

平成 24年度 

治験審査委員会開催：12回 

治験件数 平成 24年度：5件 

平成 23年度：4件 

 

４ ４ 医師の負担増やドロップアウト等

が懸念されるため、収益と負担のバ

ランスに気をつける必要がある。 
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指標 
平成 23年度 

見込 

平成 27年度 

目標 

認定看護師 

等の人数 
延べ 5人 延べ 13人 

認定技師 

等の人数 
延べ 35人 延べ 58人 

 

（関連指標） 

指標 
平成 23 年度 

実績 

平成 24 年度 

計画 

平成 24 年度 

実績 

前年度 

との差 

計画 

との差 

認定看護師 

等の人数 
延べ 5人 延べ 7人 延べ 6人 +1人 △1人 

認定技師 

等の人数 
延べ 36人 延べ 38人 延べ 37人 +1人 △1人 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービスの向上 

（５）医療機器の計画的な整備及び更新 

 

中期目標 

１ 医療サービスの向上 

（５） 医療機器の計画的な整備及び更新 

     市民のニーズにあった良質な医療が提供できるよう、医療機器を計画的に整備するとともに、必要に応じ順次更新すること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

１ 医療サービスの向上 

（５）医療機器の計画的な整備及び更新 

16 ・老朽化した医療機器を計画的に

整備・更新することにより、医師

のモチベーションを高めるとと

もに医療の質を高める。 

・老朽化した医療機器を計画的に

整備・更新することにより、医師

のモチベーションを高めるとと

もに医療の質を高める。 

中期計画の年度計画に基づき、医療機器

の整備・更新を行った。平成 24 年度は、

例年より多い約 4 億円の医療機器の整

備・更新であった。 

なお、主な医療機器では、内視鏡ハイビ

ジョンシステム、心臓カテーテル用検査装

置（ポリグラフ）、バイポーラ凝固・切開

装置、炭酸ガスレーザー手術装置、スリッ

トランプ（細隙灯顕微鏡）等の整備・更新

を行った。 

 

４ ４ 更新の結果、質的向上が図られ、手

術件数が増え、収益に貢献している

ということで評価「４」とする。今

後は、ＤＰＣの収益システムと関連

づけると面白い。 

なお、自己評価欄には、新しい機器

を導入した結果、例えば手術件数が

これだけ増えたということ等の記

述や、稼働率、費用対効果について

も収益につながり評価し易いため、

記載するようお願いする。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービスの向上 

（６）救急医療の取組み 

 

中期目標 

１ 医療サービスの向上 

（６） 救急医療の取組み 

     二次救急医療機関としての役割を果たすため、医師の確保に努め、より充実した救急医療体制の構築を図ること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

１ 医療サービスの向上 

（６）救急医療の取組み 

17 ・医師等の人的資源を確保し、輪

番制による当番日はもとより、当

番日以外の日においても断らな

い救急体制の整備に努める。 

・医師等の人的資源を確保し、輪

番制による当番日はもとより、当

番日以外の日においても断らな

い救急体制の整備に努める。 

地域の中核病院として、救急医療体制の

充実と向上を図るため救急科を新設し、2

名体制で診療を行い救急医療体制の強化

に努めた。救急当番日は勿論のこと、救急

科の専任医師を配置することで、日中での

救急車による受入が確実に行う体制がと

れたため、救急隊からも高い評価を受けて

いる。（救急搬送受入件数：平成 23年度比

12.7％増） 

４ ５ 救急医療は、公的病院としての使命

と考えられる。救急医を確保するこ

とは中々難しく、よく２名確保され

ていると思う。以上の理由から、法

人の自己評価「４」に対して「５」

と評価する。 

18 ・小児科においても医師の確保に

努め、市民のニーズが高い小児救

急の維持に努める。 

・小児科においても医師の確保に

努め、市民のニーズが高い小児救

急の維持に努める。 

小児科医は常勤 2名となり、小児救急体

制を維持することができた。引き続き小児

科医の確保に努める。小児科の医師の確保

は全国的に非常に困難な状況の中、下関市

内の小児医療の崩壊を食い止めている貢

献度は評価できると考えている。なお、常

勤医師数は 2名のままであるが、外来での

対応には、非常勤の医師も交代で勤務して

おり、感染症や小児心身症にも対応できる

体制となっている。 

４ ４ 小児科医の常勤２名体制では厳し

いと思う。小児救急を実施する場

合、最低４名は必要ではないかと思

う。 
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指 標 
平成 23年度 

見込 

平成 27年度 

目標 

救急車搬送 

受入件数 

2,200

件 

2,420

件 

（関連指標） 
 

指 標 
平成 23 年度 

実績 

平成 24 年度 

計画 

平成 24 年度 

実績 

前年度 

との差 

計画 

との差 

救急車搬送 

受入件数 
2,199件 2,253件 2,479件 +280件 +226件 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービスの向上 

（７）予防医療の充実 

 

中期目標 

１ 医療サービスの向上 

（７） 予防医療の充実 

     疾病予防はもとより、近年増加している生活習慣病に対する早期発見、早期治療を推進するため、現行の健診体制を拡充し、予防医療を充実する

こと。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

１ 医療サービスの向上 

（７）予防医療の充実 

19 ・院内に健診センターを再整備

し、企業健診や人間ドックなどを

効率的かつ効果的に行うことに

より、市民のニーズにあった予防

医療の充実を図る。 

・企業健診や人間ドックなどを効

率的かつ効果的に行うことによ

り、市民のニーズにあった予防医

療の充実を図る。 

健診業務については企業健診や人間ド

ックなどの十分な受け入れ体制を整える

ことができなかったため、前年度の実績に

留まった。しかし、院長や前副院長等が時

間をかけて丁寧なアドバイスを行い、予防

医療への関心を高め、受入人数が少ない分

きめ細かな対応を行っており受診者から

は高評価を得ている。 

４ ４  

 

指 標 
平成 23 年度 

見込 

平成 27 年度 

目標 

健診件数 

（人間ドック含む） 

1,600

件 

1,600

件 

 

 

（関連指標） 

指 標 
平成 23 年度 

実績 

平成 24 年度 

計画 

平成 24 年度 

実績 

前年度 

との差 

計画 

との差 

健診件数 

（人間ドック含む） 
1,625件 1,600件 1,626件 +1件 +26件 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（１）高度医療の充実 

 

中期目標 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（１） 高度医療の充実 

     高度医療機器の計画的な整備を進め、他の医療機関では行うことが困難な高度医療を提供すること。また、これらの高度医療機器を活用するため

に、紹介患者の受け入れ促進を行うとともに地域の医療機関との共同利用の促進を図ること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（１）高度医療の充実 

20 ・高度医療機器の更新について

は、将来に亘る計画を明確にし、

効率的かつ効果的に実施する。 

・高度医療機器の更新について

は、効率的かつ効果的に実施す

る。 

中期計画の年度計画に基づき、高度医療

機器の整備を行った。平成 24 年度は、約

4億円の医療機器を整備した。 

なお、主な高度医療機器では、血液検査

システム、全身用コンピューター断層撮影

装置、核医学診断装置、Ｘ線一般撮影装置、

Ｘ線血管造影装置の整備を行った。 

４ ４ 検査用機器を更新することで、検査

精度が上がり、診療報酬も増えるた

め、自己評価どおり「４」とする。 

なお、自己評価欄には、新しい機器

を導入後の稼働率や費用対効果に

ついても収益につながり評価し易

いため、記載するようお願いする。 

21 ・市民のニーズが多い新生物系

（悪性腫瘍など）、循環器系や筋

骨格系の疾病について、市民病院

としての高度医療に取り組む。 

・市民のニーズが多い新生物系

（悪性腫瘍など）、循環器系や筋

骨格系の疾病について、市民病院

としての高度医療に取り組む。 

地域がん診療連携拠点病院として、高度

医療の充実に努めるとともに、放射線治療

や化学療法に関して医療従事者向けの研

修会を４回主催し、地域の医療機関との連

携強化を行ったほか、皮膚・排泄ケア認定

看護師を中心に、ストーマ外来で人工肛

門・人工膀胱造設後の日常生活が快適に送

れるようケアを行っている。 

また、循環器系の疾患も循環器科医師 5

名のほか心臓血管外科医師も 3 名に増員

し、循環器病センターとして受け入れ体制

を充実させた。Ｘ線血管造影装置やシンチ

グラフィーも更新し、市民病院の核となる

４ ４ 放射線治療や化学療法については

習熟度が必要であるため、留意して

ほしい。 
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よう努めた。 

がん等含めた手術件数は、 

外科 398件（H23 412件）96.6％ 

心臓血管外科 204件（197件）103.6％ 

脳外科 72件（73件）98.6％ 

産婦人科 74件（73件）101.3％ 

整形外科 968件（866件）111.8％ 

泌尿器科 90件（73件）123.3％ 

眼科 359件（222件）161.7％ 

耳鼻科 139件（143件）他で 97.2％ 

合計 2,400件（2,156件）と全体では昨年

比 111.3％となっている。 

特に整形外科は、圧迫骨折椎体形成術

（BKPという）ができる県内唯一の病院と

して、全国雑誌に紹介された（全国で４３

病院）。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（２）がん医療の充実 

 

中期目標 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（２） がん医療の充実 

     ①地域がん診療連携拠点病院として、がん診療専門スタッフの充実や育成に努め、がん診療機能の高度化や専門化を図ること。 

     ②緩和ケア専門病棟の開設を行うとともに必要なスタッフの確保を図り、緩和ケア医療を充実すること。 

     ③地域のがん診療に従事する医師等に対する研修を行い、市全体のがん医療の水準の向上を図るとともに、がんに関する相談体制の充実を図り、

市民に対して、がんに関する情報を発信し、普及啓発を行うこと。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（２）がん医療の充実 

22 ・地域がん診療連携拠点病院とし

て、がんの地域連携クリニカルパ

スを整備するなど地域連携の強

化に努めるとともに、がん専門相

談員を整備し、がん患者に対して

の相談体制の充実を図る。 

・地域がん診療連携拠点病院とし

て、がんの地域連携クリニカルパ

スを整備するなど地域連携の強

化に努めるとともに、がん専門相

談員を整備し、がん患者に対して

の相談体制の充実を図る。 

下関地区がん医療連携協議会に参加し

地域連携の強化に努めた。 

がん地域連携クリニカルパスについて

は、がん治療連携計画策定料において肺が

ん、胃がん、大腸がん、乳がんの届出を行

った。（平成 24年度連携医療機関（届出）：

23医療機関） 

がん相談員については、1名の増員を行

い、がん患者に対しての相談体制の充実を

図った。 

（実績）がん相談件数 

平成 24年度：576件 

平成 23年度：524件 

（昨年比約 110％） 

４ ４ クリニカルパスの件数は増えてい

るが、計画としては少し低いと思

う。また、今後は、自己評価欄には、

相談員が何名から何名となり１名

増となったかを記載するようお願

いする。 
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指 標 
平成 23 年度 

見込 

平成 27 年度 

目標 

がん地域連携

クリニカルパス 

届出数 

1件 6件 

 

（関連指標） 

指 標 
平成 23 年度 

実績 

平成 24 年度 

計画 

平成 24 年度 

実績 

前年度 

との差 

計画 

との差 

がん地域連携 

クリニカルパス 

届出数 

1件 2件 5件 +4件 +3件 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（３）地域の医療機関との連携強化 

 

中期目標 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（３） 地域の医療機関との連携強化 

     下関地域の中核的な医療機関として、山口県保健医療計画との整合を取りつつ、機能の向上を図るとともに、地域連携室や医療相談などの体制を

強化し、地域連携を推進すること。また、地域医療支援病院の承認を目指し、患者に適した医療機関への紹介、逆紹介を積極的に行うことにより、

紹介率や逆紹介率の引き上げ等を図ること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（３）地域の医療機関との連携強化 

23 ・山口県保健医療計画にも示され

ている４疾病（がん、脳卒中、急

性心筋梗塞、糖尿病）５事業（救

急医療、災害医療、へき地医療、

周産期医療、小児医療）において、

下関医療圏の中核病院としての

役割を果たす。 

・山口県保健医療計画にも示され

ている４疾病（がん、脳卒中、急

性心筋梗塞、糖尿病）５事業（救

急医療、災害医療、へき地医療、

周産期医療、小児医療）において、

下関医療圏の中核病院としての

役割を果たす。 

４疾病については、がん患者をはじめと

した各疾病患者について、各診療科ではよ

り高度な専門診療を継続している。医師、

看護師だけでなく他の医療技術職も含め、

定期的なカンファレンス等研修を行って

いる。 

 毎週火曜日 17 時から全ての職種が自由

に参加できるキャンサーボードを開催し、

症例検討を実施している。手術のみでな

く、外来での化学療法治療を実施している

延べ件数は、乳がん：252件、胃がん：51

件、肺がん：117件、大腸がん：66件、胆・

膵がん：139 件、卵巣がん：2 件、血液：

14件、前立腺がん：20件、尿路上皮がん：

27件、腎細胞がん：4件のほか、リウマチ：

208件、クローン病：68件、ホルモン治療：

乳がん(20件)、前立腺がん（809件）の治

療を行っている。 

また、循環器内科が 24 年中に緊急で対

４ ４ 市民病院は、地域がん診療連携拠点

病院及び、災害拠点病院、へき地医

療拠点病院としてかなり頑張って

おり、下関医療圏の中核病院として

の役割を果たしていると言える。 
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応した冠動脈形成術式（PCI）の件数は 19

件で、待機とあわせ 103件を行っている。

それ以外に心臓カテーテル検査を 275 件

実施した。 

５事業については、救急告示病院、地域

がん診療連携拠点病院及び災害拠点病院

に指定されており、下関医療圏の中核病院

としての役割を着実に果たすよう努めた。 

24 ・地域医療連携室と医療相談室を

統合し、地域連携の体制強化を図

り、地域連携クリニカルパスを活

用するなど病診連携を積極的に

推進することにより、紹介率、逆

紹介率を向上し、期間内の地域医

療支援病院の承認を目指す。 

・地域医療連携室と医療相談室を

統合し、地域連携の体制強化を図

り、地域連携クリニカルパスを活

用するなど病診連携を積極的に

推進することにより、紹介率、逆

紹介率を向上し、期間内の地域医

療支援病院の承認を目指す。 

医療に対する様々な要請に応えるため、

医療相談室を地域医療連携室に統合し、よ

り柔軟な入退院管理に努めるなど、地域連

携の体制強化を図った。 

がん地域連携クリニカルパスは、肺が

ん、胃がん、大腸がん、乳がんについて運

用している。パス適用以外の疾患に対して

も連携医療機関の新規開拓や地域の医療

機関にも配布する病院広報誌の内容充実

等に取り組み、紹介率の向上に努めた。 

 

３ ３ 紹介率が低いが、対策として、基本

的には症例検討会（オープンカンフ

ァレンス）を行いアピールすること

が大事である。加算点数も高く、ま

た、「地域医療支援病院」としての

承認を取得するためにも、努力して

取り組んでほしい。 

 

指 標 
平成 23年度 

見込 

平成 27年度 

目標 

紹介件数

（率） 
33.0％ 40.0％ 

逆紹介件数

（率） 
33.5％ 60.0％ 

 

（関連指標） 

指 標 
平成 23 年度 

実績 

平成 24 年度 

計画 

平成 24 年度 

実績 

前年度 

との差 

計画 

との差 

紹介件数

（率） 
29.4％ 34.8％ 29.9％ +0.5% △4.9% 

逆紹介件数

（率） 
36.9％ 40.1％ 43.7％ +6.8% +3.6% 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（４）へき地医療への支援 

 

中期目標 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（４） へき地医療への支援 

     市立豊田中央病院と連携を図りつつ、へき地診療支援機能の向上を図ること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

２ 地域医療への貢献と医療連携の推進 

（４）へき地医療への支援 

25 ・へき地（蓋井島）への医師派遣

を継続するとともに、市立豊田中

央病院とも連携を図り、へき地医

療への支援を積極的に行う。 

・へき地（蓋井島）への医師派遣

を継続するとともに、市立豊田中

央病院とも連携を図り、へき地医

療への支援を積極的に行う。 

蓋井島には毎月 1回の巡回診療及び年 1

回の歯科診療を実施し、また、角島診療所

には月１回の診察に行くなど、へき地医療

を支えた。 

併せて、豊田中央病院へは、研修と支援

を兼ねて当院の研修医を派遣した。 

４ ４ 蓋井島の場合、診療所の医師が往診

に行き、それをバックアップする方

が現実的である。 

また、医師確保の点では、自治医科

大学を卒業された義務年限終了後

の医師にアプローチすることによ

り常勤医師を１人でも確保出来る

よう、普段から努力していただきた

い。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

３ 法令の遵守と情報公開 

（１）法令と行動規範の遵守 

 

中期目標 

３ 法令の遵守と情報公開 

（１） 法令と行動規範の遵守 

     医療法を始めとする関係法令を遵守し、市立病院にふさわしい行動規範と職業倫理を確立し、実践することにより適正な業務運営を行うこと。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

３ 法令の遵守と情報公開 

（１）法令と行動規範の遵守 

26 ・市立病院として、医療法を始め

とする関係法令を遵守するため、

法人としてのコンプライアンス

推進指針により法人職員（委託業

者を含む。）全員に徹底する。 

・市立病院として、医療法を始め

とする関係法令を遵守するため、

法人としてのコンプライアンス

推進指針により法人職員（委託業

者を含む。）全員に徹底する。 

市立病院としての使命を適切に果たす

ため、医療法をはじめとする関係法令の遵

守を法人職員（委託業者を含む。）に徹底

した。 

安全管理委員会を月 1 回（計 12 回）開

催し、情報収集・分析・改善・対策・検討

を総括的に行い、医療安全マニュアルを改

善し医療倫理及び行動規範の確立に努め

た。 

また、月 2回インシデント報告会を行い

問題の共有化を図っている。 

医療現場での倫理的・法的な課題につい

て研究されている教授を招き講演会を開

催した（H24.8.9）。 

４ ４ 個人情報保護のガイドラインを作

成しており、職員全員に徹底してい

ることから、自己評価どおり「４」

とする。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

３ 法令の遵守と情報公開 

（２）情報の開示 

 

中期目標 

３ 法令の遵守と情報公開 

（２） 情報の開示 

     診療録（カルテ）等の開示など、個人情報の保護及び情報公開については、本市条例に基づき適切に対応すること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

３ 法令の遵守と情報公開 

（２）情報の開示 

27 ・診療録（カルテ）等については

適正に管理するとともに、個人情

報の保護については、電子カルテ

など電子媒体によるものはもと

より、電子カルテ移行前の紙カル

テについても万全を期す。なお、

開示請求があった場合には、下関

市個人情報保護条例に準じた規

程により適切に対処する。 

・診療録（カルテ）等については

適正に管理するとともに、個人情

報の保護については、電子カルテ

など電子媒体によるものはもと

より、電子カルテ移行前の紙カル

テについても万全を期す。なお、

開示請求があった場合には、下関

市個人情報保護条例に準じた規

程により適切に対処する。 

個人情報保護については、下関市個人情

報保護条例及び法人規程に基づき適切に

対応した。 

平成 24 年度は患者本人又は家族からの

請求により、14 件の診療録（カルテ）等

の個人情報を開示した。 

個人情報に関しての廃棄に対しても、一

般ごみと完全に排出方法を変える等継続

した取り組みを実践している。 

４ ４ 個人情報を開示するシステム（手

順）を持っている時点で、計画を達

成したことになる。自己評価どおり

「４」とする。 

28 ・情報公開については、下関市情

報公開条例に準じた規程により

適切に対処する。 

・情報公開については、下関市情

報公開条例に準じた規程により

適切に対処する。 

情報公開については、下関市情報公開条

例及び法人規程に基づき適切に対応した。 

平成 24年度は 2件（うち部分公開 1件）

の情報公開を行った。情報公開の受付は、

診療情報関係は医事班、契約その他の情報

は庶務・管理班が対応している。 

 

４ ４ 規程を整備し、そのとおり実施して

いるため、自己評価どおり「４」と

する。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 運営管理体制の構築 

 

中期目標 

１ 運営管理体制の構築 

   市民病院の運営が的確に行えるよう、理事会及び事務部門などの組織体制を充実し、権限委譲と責任の所在を明確にした効率的な運営管理体制を構築

すること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

１ 運営管理体制の構築 

29 ・診療報酬の改定や患者の意向調

査などを踏まえた経営戦略を実

行するため、経営企画部門の体制

を強化する。 

・診療報酬の改定や患者の意向調

査などを踏まえた経営戦略を実

行するため、経営企画部門の体制

を強化する。 

 

病院経営をより効率的に行うべく、事務

部に経営企画グループ経営戦略班を設置し

組織体制の強化を図るとともに、経営コン

サルタント会社等も活用しながら効率的な

経営に努めた。 

診療報酬の改定にあわせ、急性期看護補

助体制加算や感染防止対策加算１（感染防

止対策地域連携加算）等、また、作業療法

士の採用により、脳血管疾患等リハビリテ

ーション料もランクアップできた。 

４ ４ 経営企画部門は、かなり大事な部門

である。体制を強化し、組織横断的

な活動も行っていることから、自己

評価どおり「４」とする。 

なお、評価し易いよう、年度計画に

は、重点項目を具体的に記載するよ

うお願いする。 

30 ・理事長の決定を補佐する理事会

を定期的に開催するとともに、理

事の役割分担を明確にすること

により、迅速かつ適切な意思決定

を行う。 

・理事長の決定を補佐する理事会

を定期的に開催するとともに、理

事の役割分担を明確にすること

により、迅速かつ適切な意思決定

を行う。 

病院運営を的確に行っていくため、理事

会を設置し、理事会の決定方針に沿った運

営を行った。今後の取り組みで重要となる

案件については、理事（副院長）をリーダ

ーとして、経営指標等のシステム導入等、

院内個人情報・医療安全の確保、医師会を

含めた各医療機関との連携強化、DPC、医師

事務作業補助の対応強化に努めた。 

（実績） 

平成 24年度 

理事会開催回数：12回 

議案数：64件 

４ ４ 体制としては出来ているため、自己

評価どおり「４」とする。なお、評

価し易いよう、年度計画には具体的

な目標を記載するようお願いする。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 効率的、効果的な業務運営の確立 

 

中期目標 

２ 効率的、効果的な業務運営の確立 

   弾力的に運用できる会計制度を活用した予算執行を行うことにより、効率的、効果的な業務運営の確立を目指すこと。制度の特性を活かし、契約手法

や委託業務の見直し、価格交渉の徹底などを行うことにより、費用の削減を図ること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

２ 効率的、効果的な業務運営の確立 

31 ・委託業務の見直しを行うととも

に、複数年契約を有効的に活用す

ることにより費用の削減を図る。 

・委託業務の見直しを行うととも

に、複数年契約を有効的に活用す

ることにより費用の削減を図る。 

複数年契約を有効利用し、より有利な契

約の締結を図った。また契約回数の減少に

伴う業務の軽減、契約時期の分散を図るこ

とによる業務の平準化を図った。 

今後、各種委託業務について、業務内容

を整理し仕様内容や予定価格の見直しを行

う。 

施設管理業務等については、内容を精査

し見直しを行うことにより、契約金額の削

減を実施したが、大きな削減までには至ら

なかった。病院運営に係る一括発注の委託

業務については、平成 26年度から業務別に

分散し競争入札することを決定した。 

３ ２ 経費の削減については、徹底して実

施するべきである。年度計画には

「費用の削減を図る。」と記載して

いるが、見直しが始まったばかりで

あるため、法人の自己評価「３」に

対して「２」と評価する。 

32 ・診療材料などの購入にあたって

はベンチマークを活用すること

により、価格交渉の徹底を図り費

用の削減を図る。 

・診療材料などの購入にあたって

はベンチマークを活用すること

により、価格交渉の徹底を図り費

用の削減を図る。 

経営改善対策の一環として、実績のある

コンサルタント会社に薬品・診療材料等の

経費削減支援業務の委託を行った。 

コンサルタント会社が所有するベンチマ

ークシステムを利用し、購入価格の比較・

分析を行い調達に係る価格交渉の準備を進

めた。コンサルタント会社との協力体制が

でき、院内の各部署での価格調整の意識を

共有することが出来た。今後、これを基に

更なる改善を実施する。 

４ ３ 費用の削減については、どこの病院

も市場調査をし目標を定めて取り

組んでいる。市民病院も目標値を定

めて取り組んでほしい。 

また、評価項目 31 番の「費用の削

減」との差が見えないことから、法

人の自己評価「４」に対して「３」

と評価する。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

３ 収入の確保 

 

中期目標 

３ 収入の確保 

   病床利用率を向上させるとともに、必要な医療機器を整備し、医療水準を向上させることによって増収を図ること。また、医事部門の強化を図り、診

療報酬の請求漏れや査定減の防止に努めるとともに、未収金の発生防止及び発生後の確実な回収を行うこと。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

３ 収入の確保 

33 ・地域連携室を中心に病床管理を

効率的に行うことにより、病床利

用率の向上を図る。 

・地域連携室を中心に病床管理を

効率的に行うことにより、病床利

用率の向上を図る。 

病棟ごとの稼働率及び患者の入退院を総

合的に管理し、病院全体として効率的に運

用できるよう病床管理を行った。 

地域の医療機関の要望に広く応えること

により連携先の開拓に努め紹介患者の確保

に努めた。 

１病棟を閉鎖しているため使用できる病

棟が減少している状況や、感染症や認知症

により病室の共有が困難な患者が増えてい

る状況での病床管理は、地域医療連携室の

調整により入院患者を断ることなく実施で

きている。病床利用率は、目標の 80％には

至らなかった。なお、年度下期の入院患者

は相当に増加したが、適切なコントロール

により入退院の調整を図ることができた。 

４ ３ 実績値が年度計画の計画値を下回

っているため、法人の自己評価「４」

に対して「３」と評価する。 

34 ・老朽化した医療機器を再整備

し、医療の質を向上するとともに

入院単価及び外来単価の向上を

図る。 

・老朽化した医療機器を再整備

し、医療の質を向上するとともに

入院単価及び外来単価の向上を

図る。 

医療機器の更新を行い医療の質の向上に

努めた。 

入院診療単価及び外来診療単価の向上を

図り計画値を達成した。 

（入院診療単価：平成 23年度比 6.7％増、

外来診療単価：平成 23年度比 5.9％増） 

入院単価は、計画の 105.8％の 47,599円、

外来単価は、計画の 109.3％の 13,110円と

４ ４ 入院及び外来の診療単価が上がっ

ており、また、手術件数も増えてい

るため、自己評価どおり「４」とす

る。 
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なった。 

35 ・医療事務経験者や診療情報管理

士などをプロパー職員として採

用することにより医事業務の専

門化を図るとともに、委託業者と

の連携を密にすることにより診

療報酬の請求漏れや査定減の防

止を図ることにより、収入の増加

を図る。 

・医療事務経験者や診療情報管理

士などをプロパー職員として採

用することにより医事業務の専

門化を図るとともに、委託業者と

の連携を密にすることにより診

療報酬の請求漏れや査定減の防

止を図ることにより、収入の増加

を図る。 

職員採用については、民間病院等の医療

事務経験者及び診療情報管理士をプロパー

職員として採用し医事業務の専門化を図っ

た。 

委託業者との連携を密にし、レセプト点

検を強化することで診療報酬の請求漏れを

防ぐとともに、保険者からの査定、返戻に

より減点されたものについて保険委員会を

月 1 回定期開催し、査定理由、減点内容を

十分検討した。必要に応じ再審査請求（再

度の考案要求）や医師への情報提供を行い

査定減による収入減少の防止に努めた。 

（実績）平成 24年度委員会開催回数 

保険委員会：12回 

４ ４ 診療報酬の請求漏れや査定減の防

止などの成果が表れているため、自

己評価どおり「４」とする。 

36 ・夜間診療における医療費徴収体

制を再整備することにより未収

金とならない対策を講じる。 

・夜間診療における医療費徴収体

制を再整備することにより未収

金とならない対策を講じる。 

救急時間外診療における医療費の支払い

について、午前 0 時以降、患者から一定金

額（5,000 円）を預かり翌診療日以降の来

院時に会計窓口で精算する「医療費預かり

金制度」を導入し未収金とならない対策を

講じた。 

（実績）医療費預かり金制度 

平成 24年度：531件 

 

回収困難な未収金について、弁護士法人

に回収業務を委託し、回収策の強化を図っ

た。 

（実績）回収実績 

平成 25年 3月 31日現在（累計） 

委託金額：30,693,924円 

回収金額：7,053,207円 

回収率 ：23% 

 

４ ４ 未収金対策については何かをやら

ざるを得ず、対策を講じたというこ

とで、自己評価どおり「４」とする。 
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指 標 
平成 23 年度 

見込 

平成 27 年度 

目標 

病床利用率 72.7％ 90.0％ 

入院診療単価 44,300円 48,500円 

外来診療単価 11,700円 14,500円 
 

（関連指標） 

指 標 
平成 23 年度 

実績 

平成 24 年度 

計画 

平成 24 年度 

実績 

前年度 

との差 

計画 

との差 

病床利用率 72.0％ 80.0％ 76.5％ +4.5% △3.5% 

入院診療単価 44,618円 45,000円 47,599円 +2,981円 +2,599円 

外来診療単価 12,377円 12,000円 13,110円 +733円 +1,110円 
 

   

 

  



33 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

４ 魅力的な人事制度の整備 

 

中期目標 

４ 魅力的な人事制度の整備 

   優秀な人材の獲得及び定着のため、魅力的な人事制度を整備すること。年齢や勤続年数にとらわれず、その業績を公平かつ適正に評価することによっ

て、職員のモチベーションの向上を図ること。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

４ 魅力的な人事制度の整備 

37 ・医師の給与制度を見直し、職責

や勤務実績に応じた働きがいの

ある給与制度を確立する。 

・医師の給与制度を見直し、職責

や勤務実績に応じた働きがいの

ある給与制度を確立する。 

医師の給与制度の設計について、実績の

あるコンサルタント会社に業務を委託し

た。 

具体的取り組みとしては、医師に対して

人事評価制度の主旨、特に収益に対する貢

献度との連動性を高めた制度とすること及

びその評価結果を処遇に還元する仕組みで

あることを説明し制度導入の理解を求め

た。 また、評価者である管理職の医師へ

のトップヒアリングを実施するための準備

作業などに努めた。 

 

３ ３ 医業収益に対する貢献度について

は、高い診療科もあれば低い診療科

もある。救急のように２４時間働い

ても赤字の部門もあり、評価の難し

い面もある。準備段階ということ

で、自己評価どおり「３」とする。 

38 ・評価と昇任・昇格を連携するな

ど、年齢や勤続年数にとらわれな

いトータル人事評価制度を確立

する。 

・評価と昇任・昇格を連携するな

ど、年齢や勤続年数にとらわれな

いトータル人事評価制度を確立

する。 

質の高い医療や看護サービスを提供する

医療スタッフのやりがい、働きがいを高め

るためのトータル人事評価制度の導入につ

いては、まずは医師の給与制度の構築を最

優先課題として捉え、医師の人事評価制度

の導入準備に専念した。 

医師の人事評価制度確立後、コメディカ

ルへの当該制度の活用も含め検討すること

とした。 

 

 

３ ３ 給与制度の確立と同様、準備段階と

いうことで、自己評価どおり「３」

とする。 
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39 ・業績に応じた手当を職員に支給

することにより、職員のモチベー

ションを高め、努力が報われるよ

うな制度を確立する。 

・業績に応じた手当を職員に支給

することにより、職員のモチベー

ションを高め、努力が報われるよ

うな制度を確立する。 

平成 24年度の経営状況では、業績手当を

支給できる良好な業績に至っていない。 

しかしながら、今後、職員給与規程に基

づき、経営改善に向けての意欲を高めるた

めの支給基準の制定に努める。 

 

３ ３ 業績手当制度は給与制度や人事評

価制度と、基本設計としては一体と

思われるが、この３つの制度の関係

が判りにくいため、整理する必要が

あると思われる。 

準備段階ということで、自己評価ど

おり「３」とする。 

 

  



35 

 

第３ その他業務運営に関する重要事項 

１ 災害及び感染症流行時等における対応 

 

中期目標 

１ 災害及び感染症流行時等における対応 

   災害発生時には災害拠点病院としての役割を果たすとともに、公衆衛生上重大な健康被害が発生する感染症流行時には、第二種感染症指定医療機関と

して、市長の要請に応じ、市、関係機関及び関係団体と協力して、迅速な対応を行うこと。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

１ 災害及び感染症流行時等における対応 

40 ・災害拠点病院として、平時より

県内の他災害拠点病院及び市消

防本部と連携を密にし、災害訓練

に参加するとともに、災害発生時

には迅速かつ効率的に災害派遣

医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を

行う。 

・災害拠点病院として、平時より

県内の他災害拠点病院及び市消

防本部と連携を密にし、災害訓練

に参加するとともに、災害発生時

には迅速かつ効率的に災害派遣

医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を

行う。 

 

「下関市立市民病院災害対策マニュア

ル」を改定し、不測の事態に対応できるよ

う体制を整備した。 

大規模災害発生による緊急時にも医療機

能を維持するために院内の防災訓練を実施

した。 

下関市等が実施する防災訓練に参加し、

災害時に迅速に対応できる体制づくりに努

めた。 

（実績）参加した主な訓練（平成 24年度） 

・下関市消防演習（平成 24 年 6 月 15 日

実施） 

・山口県大規模災害図上訓練・救助機関

等合同実働訓練（平成 24 年 9 月 10 日実

施） 

・鉄道事故発生時の救済救護訓練（西日

本旅客鉄道㈱）（平成 25年 2月 5日実施） 

 

４ ４ 防災訓練を実施しており、いつでも

災害派遣チーム（ＤＭＡＴ）の派遣

が出来る体制にあることから、自己

評価どおり「４」とする。 

41 ・第二種感染症指定医療機関とし

て、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律に

より入院が必要な感染症患者を

受け入れるとともに、新型インフ

・第二種感染症指定医療機関とし

て、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律に

より入院が必要な感染症患者を

受け入れるとともに、新型インフ

下関市立市民病院感染管理指針に基づ

き、安全で質の高い医療の提供に努めた。 

第二種感染症指定医療機関として、新型

インフルエンザ発生に備えた対応マニュア

ルを作成し随時改定を行った。また、感染

４ ４ 感染症対策等は、市民病院にとって

も、ある意味、一番大事なことかも

しれない。新型インフルエンザ等が

発生すると、一番危険にさらされる

のが市民病院であり、それに対して
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ルエンザ等の感染症の流行時に

おいては、市の要請に応じ迅速な

対応を行う。 

ルエンザ等の感染症の流行時に

おいては、市の要請に応じ迅速な

対応を行う。 

症患者を受け入れるため感染症病床（6床）

を常時確保した。 

感染管理委員会を月 1 回定期開催し、小

委員会を臨時で計 13 回開催して臨機応変

に院内感染防止対策を推進した。 

感染防止講演会を全職員に対し年 2 回開

催し職員に感染防止教育を行うことで職員

の意識を高めた。また、各部門にて研修会

を随時開催した。 

感染防止対策加算 1 及び感染防止対策地

域連携加算を届け出た連携医療機関と年 4

回の合同カンファレンスを開催し、感染対

策の相互評価を行った。 

下関地域における感染防止対策に係る医

療機関ネットワークを構築するため参加病

院によるメーリングリストシステムを開設

した。 

地域の医療従事者に対し感染防止講演会

の案内や院内ラウンド見学の受け入れを行

い地域の感染防止対策の支援を行った。 

 

の対策が採られているため、自己評

価どおり「４」とする。 
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第３ その他業務運営に関する重要事項 

２ 医療の普及啓発及び情報発信 

 

中期目標 
２ 医療の普及啓発及び情報発信 

   市民に対する公開講座の実施やホームページの充実などにより、医療に対する高度で専門的な知識の普及啓発及び情報発信を行うこと。 

 

NO 中期計画 年度計画 

法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

２ 医療の普及啓発及び情報発信 

42 ・市民公開講座やまちの保健室の

開催など、市立病院として市民が

必要としている医療に関する情

報の普及啓発に努めるとともに、

ホームページを充実し、市立病院

として市民にも医師・看護師など

にも選ばれる病院となるようＰ

Ｒを積極的に行う。 

・市民公開講座やまちの保健室の

開催など、市立病院として市民が

必要としている医療に関する情

報の普及啓発に努めるとともに、

ホームページを充実し、市立病院

として市民にも医師・看護師など

にも選ばれる病院となるようＰ

Ｒを積極的に行う。 

年 2 回、がんについての正しい知識と情

報の提供を図るため、市民を対象にがん医

療市民公開講座を開催し、がん医療に関す

る情報の普及啓発に努めた。 

（実績）平成 24年度がん医療市民公開講座 

第 1回 平成 24年 10月 27日 

テーマ：すい臓がん 

参加人数：169名 

第 2回 平成 25年 2月 2日 

テーマ：緩和ケア 

参加人数：120名 

平成 24 年 4 月の地方独立行政法人化に

合わせてホームページのリニューアルを行

い、随時最新の情報に更新することにより

積極的なＰＲを行った。 

 

４ ４ 地域がん診療連携拠点病院を維持

するために年 2 回の市民公開講座

を開催することは大事なことであ

る。参加者も多いため、自己評価ど

おり「４」とする。 
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第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

中期目標 

市立病院としての使命を継続的に果たしていくため、「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項」で定めた事項を実施することにより、安定した経営基盤を早期に確立

すること。中期目標期間中に地方公営企業会計制度基準における経常収支比率１００パーセント以上を達成すること。 

中期計画 

１ 予算（平成２４年度から平成２７年度まで） 

（単位：百万円） 

 

 

２ 収支計画（平成２４年度から平成２７年度まで） 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

３ 資金計画（平成２４年度から平成２７年度まで） 

（単位：百万円） 

 

 

 

（注記）計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているので、合計とは一致しないものがある。 

 

区      分 金  額 

収入 

  営業収益 ３３，３８６ 

 医業収益 ３０，４１０ 

運営費負担金収益 ２，４０２ 

その他営業収益 ５７４ 

営業外収益 ４８５ 

 運営費負担金収益 ３１８ 

その他営業外収益 １６６ 

資本収入 ４，７８４ 

 運営費負担金 １，７３９ 

長期借入金 ３，０４５ 

その他資本収入 ０ 

計 ３８，６５４ 

支出 

 営業費用 ３２，２２８ 

 医業費用 ３１，４４１ 

 給与費 １７，９６３ 

材料費 ８，３８３ 

経費 ４，８３９ 

研究研修費 ２５７ 

一般管理費 ７８７ 

営業外費用 ３０３ 

資本支出 ５，８９０ 

 建設改良費 ３，０４５ 

償還金 ２，８４５ 

その他の資本支出 ０ 

計 ３８，４２２ 

 

区      分 金  額 

収益の部 ３５，７１８ 

  営業収益 ３５，２３３ 

 医業収益 ３０，９８３ 

運営費負担金収益 ４，１４１ 

補助金等収益 ０ 

資産見返補助金戻入 １０９ 

営業外収益 ４８５ 

 運営費負担金収益 ３１８ 

その他営業外収益 １６６ 

臨時収益 ０ 

費用の部 ３４，７２１ 

 営業費用 ３３，７５８ 

 医業費用 ３２，９７２ 

 給与費 １７，９５２ 

材料費 ７，９８４ 

経費 ４，６０８ 

減価償却費 ２，１７１ 

研究研修費 ２５７ 

一般管理費 ７８６ 

営業外費用 ９６３ 

臨時損失 ０ 

純利益 ９９７ 

目的別積立金取崩額 ０ 

総利益 ９９７ 

 

区      分 金  額 

資金収入 ３９，８５２ 

  業務活動による収入 ３３，８７０ 

 診療業務による収入 ３０，２４６ 

運営費負担金による収入 ２，７２１ 

その他の業務活動による収入 ９０４ 

投資活動による収入 １，７３７ 

 運営費負担金による収入 １，７３７ 

その他の投資活動による収入 ０ 

財務活動による収入 ３，０４５ 

 長期借入れによる収入 ３，０４５ 

その他財務活動による収入 ０ 

市からの繰越金 １，２００ 

資金支出 ３８，４３０ 

 業務活動による支出 ３２，２３６ 

 給与費支出 １８，７４２ 

材料費支出 ８，３８３ 

その他の業務活動による支出 ５，１１２ 

投資活動による支出 ３，０４５ 

 有形固定資産の取得による支出 ３，０４５ 

その他の投資活動による支出 ０ 

財務活動による支出 ３，１４９ 

 長期借入金の返済による支出 ３０３ 

移行前地方債償還債務の償還による支出 ２，８４５ 

その他の財務活動による支出 ０ 

次期中期目標の期間への繰越金 １，４２２ 

 



39 

 

年度計画 

１ 予算 

（単位 百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 収支計画 

（単位 百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 資金計画 

（単位 百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注記）計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているので、合計とは一致しないものがある。 

 

区 分 予算額 決算額 差 額 

収入 

 営業収益 

  医業収益 

  運営費負担金収益 

  その他営業収益 

 営業外収益 

  運営費負担収益 

  その他営業外収益 

 臨時利益 

 資本収入 

  運営費負担金 

  長期借入金 

  その他資本収入 

計   

 

７，３１９ 

６，５７５ 

６０１ 

１４３ 

１２１ 

８０ 

４２ 

０ 

９２０ 

３７０ 

５５０ 

０ 

８，３６０ 

 

７，５１９  

６，８１８ 

５２８ 

１７３ 

１３８ 

７７ 

６１ 

１６ 

７６８ 

３６８ 

４００ 

０ 

８，４４１ 

 

２００ 

２４３ 

△７３ 

３０ 

１７ 

△３ 

１９ 

１６ 

△１５２ 

△２ 

△１５０ 

０ 

８１ 

支出 

 営業費用 

  医業費用 

   給与費 

   材料費 

   経費 

   研究研修費 

  一般管理費 

 営業外費用 

 臨時損失 

 資本支出 

  建設改良費 

  償還金 

  その他資本支出 

 計 

 

７，３９８ 

７，２００ 

４，０５８ 

１，８６６ 

１，２０４ 

７２ 

１９８ 

１２３ 

０ 

１，１６５ 

５５０ 

６１５ 

０ 

８，６８５ 

 

７，５９１ 

７，３２４ 

４，１０４ 

１，８７４ 

１，３１９ 

２８ 

２６６ 

１１９ 

６１ 

１，０２９ 

４０４ 

６１５ 

１０ 

８，８００ 

 

１９３ 

１２４ 

４６ 

８ 

１１５ 

△４４ 

６８ 

△４ 

６１ 

△１３６ 

△１４６ 

０ 

１０ 

１１５ 

 

区 分 計画額 決算額 差 額 

収益の部 

 営業収益 

  医業収益 

  運営費負担金収益 

  補助金等収益 

  資産見返補助金戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

 営業外収益 

  運営費負担金収益 

  その他営業外収益 

臨時利益 

７，８５６ 

７，７３５ 

６，７１８ 

９７１ 

０ 

４６ 

０ 

１２１ 

８０ 

４２ 

０ 

８，１４４ 

７，９５７ 

６，９５５ 

８９７ 

２９ 

０ 

７７ 

１３５ 

７７ 

５７ 

５２ 

２８８ 

２２２ 

２３７ 

△７４ 

２９ 

△４６ 

７７ 

１４ 

△３ 

１５ 

５２ 

費用の部 

 営業費用 

  医業費用 

   給与費 

   材料費 

   経費 

   減価償却費 

   研究研修費 

  一般管理費 

 営業外費用 

 臨時損失 

７，９８３ 

７，７１６ 

７，５１９ 

４，０５６ 

１，７７７ 

１，１４６ 

４６７ 

７２ 

１９８ 

２６７ 

０ 

８，５５１ 

８，１９０ 

７，９２３ 

４，１０１ 

１，７８８ 

１，２６１ 

７４６ 

２７ 

２６６ 

２６４ 

９７ 

５６８ 

４７４ 

４０４ 

４５ 

１１ 

１１５ 

２７９ 

△４５ 

６８ 

△３ 

９７ 

純利益 

目的別積立金取崩額 

総利益 

△１２７ 

０ 

△１２７ 

△４０７ 

０ 

△４０７ 

△２８０ 

０ 

△２８０ 

 

区 分 計画額 決算額 差 額 

資金収入 

 業務活動による収入 

  診療業務による収入 

  運営費負担金による収入 

  その他業務活動による収入 

 投資活動による収入 

  運営費負担金による収入 

  その他の投資活動による収入 

 財務活動による収入 

  長期借入れによる収入 

  その他の財務活動による収入 

 市からの繰越金 

９，５５８ 

７，４４０ 

６，５７５ 

６８０ 

１８５ 

３６８ 

３６８ 

０ 

５５０ 

５５０ 

０ 

１，２００ 

９，２６６ 

７，４２６ 

６，７３０ 

５３９ 

１５７ 

３６８ 

３６８ 

０ 

４００ 

４００ 

０ 

１，０７２ 

△２９２ 

△１４ 

１５５ 

△１４１ 

△２８ 

０ 

０ 

０ 

△１５０ 

△１５０ 

０ 

△１２８ 

資金支出 

 業務活動による支出 

  給与費支出 

  材料費支出 

  その他の業務活動による支出 

 投資活動による支出 

  有形固定資産の取得による支出 

  その他の投資活動による支出 

 財務活動による支出 

  長期借入金の返済による支出 

  移行前地方債償還債務の償還に 

よる支出 

  その他の財務活動による支出 

次年度への繰越金 

 

９，５５８ 

７，３９８ 

４，２５４ 

１，８６６ 

１，２７８ 

５５０ 

５５０ 

０ 

７３８ 

１２３ 

６１５ 

 

０ 

８７２ 

９，２６６ 

７，７０５ 

４，４４４ 

１，８６６ 

１，３９４ 

３７６ 

３６６ 

１０ 

６２７ 

０ 

６１５ 

 

１２ 

５５８ 

△２９２ 

３０７ 

１９０ 

０ 

１１６ 

△１７４ 

△１８４ 

１０ 

△１１１ 

△１２３ 

０ 

 

１２ 

△３１４ 
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主な経営指標 

 

指 標 
平成 23年度 

実績 

平成 24年度 

計画 

平成 24年度 

実績 

前年度 

との差 

計画 

との差 

経常収支比率 91.8% 93.2% 90.5% △1.2% △2.7% 

医業収入比率 87.2% 89.0% 86.9% △0.3% △2.1% 

給与費比率 62.8% 61.9% 61.3% △1.5% △0.6% 

材料費比率 25.4% 25.9% 25.1% △0.3% △0.8% 

経費比率 17.7% 16.7% 17.7% ±0% +1.0% 

※地方公営企業会計制度基準による指標のため、上記「予算・収支計画・資金計画」と合致しない。 

   ※平成 23年度実績における経常収支比率 91.8％は、医業外収益において資金不足に係る補てん分 4億 2千万円を除いて算出している。 

 

 

 

 

 

NO 中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

評価の判断理由（実施状況等） 評価 評価 評価委員会コメント 

43 上記のとおり 上記のとおり 中期目標に示されている地方公営企業

会計制度基準による経常収支比率につ

いては、医業収益が診療単価の増によ

り大幅に増加したが、法人化による経

費や人件費などの費用も計画以上に増

加したため 2.7％のマイナスとなり、目

標とする損益（損失）を達成できなか

った。 

３ ２ 中期計画期間中の目標達成は厳しいと思わ

れる。決算収支と現金収支がともに計画を下

回ったことが問題であり、また、中期目標で

もある地方公営企業会計基準における経常

収支比率についても、今年度の実績が計画を

下回っているため、早急に改革を進めるべき

である。 

経費が増えるとその部分を、どこで削るかど

こで増やすかということを検討するべきで

あり、例えば、入院稼働率の増加や医師数の

増加など、地道に一つずつ積み重ねて行くこ
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とが大事である。 

また、職員全員が毎月の収支について認識

し、問題意識の共有化を図ることも大事であ

る。 

今後の取り組みを期待して、今回は、法人の

自己評価「３」をあえて「２」に変更する。 

 

 

第５ 短期借入金の限度額 

中期計画 年度計画 実施状況  

１ 限度額 

１， ０００百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

 退職手当及び賞与の支給等、 

一時的な多額の出費への対応 

１ 限度額 

１， ０００百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

 退職手当及び賞与の支給等、 

一時的な多額の出費への対応 

平成 24 年度は年度計画で想定された短

期借入金を要する資金不足の状況は発生

せず、事業資金は自己資金で賄った。 

 

 

 

第６ 地方独立行政法人下関市立市民病院の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項 

中期計画 年度計画 実施状況  

１ 施設及び設備に関する計画 

 

（単位：百万円） 

施設及び設備

の内容 
予定額 財源 

地域医療センター 

（仮称）建設 
１，３４５ 下関市

からの

長期借

入金等 

医療機器整備 １，０００ 

院内改築 ７００ 
 

１ 施設及び設備に関する計画 

 

（単位：百万円） 

施設及び設備

の内容 
予定額 財源 

地域医療センター 

（仮称）建設 
７５ 下関市

からの

長期借

入金等 

医療機器整備 ４００ 

院内改築 ７５ 
 

１ 施設及び設備に関する計画 

 

（単位：百万円） 

施設及び設備

の内容 
決定額 財源 

地域医療センター 

（仮称）建設 
０ 下関市

からの

長期借

入金等 

医療機器整備 ４００ 

院内改築 ４ 
 

 

 


